
 

京 都 府 交 通 対 策 協 議 会 

規     約  

 

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条  京 都 府 に お け る 道 路 交 通 の 安 全 と 円 滑 と を 確 保 す る

た め の 当 面 の 諸 問 題 に つ い て 、関 係 の 行 政 機 関 及 び 民 間 団 体  

の 連 絡 調 整 を 密 接 に し 、 総 合 的 交 通 対 策 を 検 討 協 議 し て 最 も  

効 果 的 に 推 進 す る た め 、 京 都 府 交 通 対 策 協 議 会 （ 以 下 「 協 議  

会 」 と い う 。 ） を 設 け る 。  

（ 委  員 ）  

第 ２ 条  協 議 会 は 、 次 の 委 員 か ら な る 。  

 国 土 交 通 省 近 畿 運 輸 局 長  

 国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局 長  

 京 都 府 知 事 

 京 都 府 議 会 議 長 

 京 都 府 教 育 委 員 会 教 育 長  

 京 都 府 公 安 委 員 会 委 員 長  

 京 都 府 警 察 本 部 長  

 京 都 市 長 

 京 都 市 会 議 長 

 京 都 府 市 長 会 会 長  

 京 都 府 町 村 会 長  

 京 都 府 商 工 会 議 所 連 合 会 会 長  

 京 都 府 交 通 安 全 協 会 会 長  

 京 都 新 聞 社 社 長 

 学 識 経 験 者 の 中 か ら 会 長 が 任 命 す る 者  

 
 

 

 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ３ 条  協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

２  会 長 は 、 京 都 府 知 事 の 職 に あ る 者 と し 、 会 務 を 総 理 す る 。

３  副会長は、委員の中から会長が指名する者とし、会長を補佐     

する。  

４  会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

（ 専 門 委 員 及 び 部 会 ）  

第 ４ 条  協 議 会 に 専 門 委 員 か ら な る 部 会 を 置 く 。  

  部 会 の 構 成 は 、 別 表 の と お り と し 、 議 題 に 関 係 の あ る 専  

門 委 員 が 出 席 す る も の と す る 。  

  必 要 が あ る と き は 、 協 議 会 に 専 門 委 員 の 出 席 を 求 め る こ と  

が で き る 。  

（ 臨 時 委 員 ）  

第 ５ 条  必 要 が あ る と き は 、 学 識 経 験 者 を 協 議 会 又 は 部 会 の 臨  

時 委 員 に 委 嘱 す る こ と が で き る 。  

（ 協 力 機 関 ）  

第 ６ 条  会 長 は 、 協 議 会 の 事 業 趣 旨 に 賛 同 し 、 事 業 に 協 力 を 行  

う 団 体 を 協 力 機 関 と す る こ と が で き る 。  

２  協 力 機 関 に つ い て は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

第 ７ 条  協 議 会 の 事 務 局 を 京 都 府 安 心 ・ 安 全 ま ち づ く り 推 進 課  

に 置 く 。  

（ 会  計 ）  

第 ８ 条  協 議 会 の 会 計 に つ い て は 、 京 都 府 会 計 規 則 に 準 じ て 適  
正 に 執 行 し な け れ ば な ら な い 。  

２  会 計 に つ い て 、 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

（ 補  足 ）  

第 ９ 条  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必  

要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  



 

     附  則  

１  こ の 規 約 は 、 昭 和 37 年 2 月 24 日 か ら 実 施 す る 。  

２  協 議 会 は 、 従 前 の 京 都 地 方 道 路 連 絡 協 議 会 及 び 京 都 府 踏 切  

事 故 防 止 対 策 協 議 会 を 吸 収 す る も の と す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 ２ 年 １ 月 24 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 ２ 年 ８ 月 ６ 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  この規 約は、 平成 ３年 12 月 10 日か ら実施 する。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 ４ 年 ９ 月 28 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 ６ 年 １ 月 13 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 ７ 年 ６ 月 30 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 12 年 ２ 月 16 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 19 年 １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 20 年 4 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 21 年 12 月 25 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 22 年 12 月 24 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 23 年 12 月 22 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 24 年 12 月 17 日 か ら 実 施 す る 。  

 

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 25 年 12 月 18 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 26 年 12 月 22 日 か ら 実 施 す る 。  
   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 27 年 12 月 21 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 28 年 12 月 19 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 29 年 12 月 25 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 30 年 11 月 19 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  
    こ の 規 約 は 、 令 和 元 年 11 月 20 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  
こ の 規 約 は 、 令 和 ２ 年 11 月 20 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  
こ の 規 約 は 、 令 和 ７ 年 12 月 ２ 日 か ら 実 施 す る 。  

 


